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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年７月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 配電線損傷 

発生日時 平成２８年３月２８日 １４時１９分ごろ 

発生場所 広島県尾道
おのみち

市重井
し げ い

港 

 馬
うま

神山
がみやま

四等三角点から真方位０１１°１.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２１.０′ 東経１３３°０８.４′） 

事故の概要  引船とも Ｖ
ファイブ

は、起重機台船Ｎ
エヌ

５０－４を右舷側に横抱きにして西

南西進中、Ｎ５０－４のクレーンジブが配電線に接触した。 

Ｎ５０－４は、クレーンジブが曲損し、配電線は、１本が切断する

とともに小細島の送電用鉄塔が折損し、付近の住宅２６３戸が約３時

間にわたって停電した。 

事故調査の経過 平成２８年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 ともＶ、１９トン 

１３５－１２３広島、株式会社野坂組 

２５.７７ｍ×５.４０ｍ×２.８８ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成２０年３月３１日 

Ｂ 起重機台船 Ｎ５０－４、総トン数なし 

   なし、株式会社野坂組 

   ５０.００ｍ×１８.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ５１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成８年７月４日 

免許証交付日 平成２７年７月２８日 

         （平成２８年８月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ クレーンジブ先端部に軽微な曲損 

配電線 小細島の送電用鉄塔に折損、配電線１本が切断 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、Ｂ船を横抱きにした状
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態で、船長Ａが手動操舵で操船に、甲板員がＢ船に移乗して見張りに

それぞれ当たり、約６ノットの対地速力で重井港内の小細島東方沖を

南進していた。 

船長Ａは、操舵室で時折レーダーの画面を見ながら小細島南東方沖

で右転して西南西進を始めたところ、前方から接近してくる引船列を

認め、同引船列と左舷対左舷で通過しようとして右舵を取った。 

甲板員は、Ｂ船のジブクレーン付近で、周囲の船舶に対する見張り

を目視で行っていたとき、平成２８年３月２８日１４時１９分ごろ上

方で異音がしたので上を見たところ、ジブ（ラチス構造）の先端部

が、‘小細島と因島の間の３本の配電線’（以下「本件配電線」とい

う。）に接触しているのを認め、船長Ａにトランシーバで連絡した。 

Ｂ船は、船長Ａが、甲板員からの連絡を受けて直ちに機関を中立、

続いて後進にかけたが、惰力で前進を続けた。 

本件配電線は、西側の１本が切断されてＢ船上に落下するととも

に、残り２本が海中に落下した。 

小細島の送電用鉄塔は、先端が折損した。 

甲板員は、Ｂ船上に落下した本件配電線を取り除き、船舶所有者及

び海上保安庁に本事故の発生を知らせた。 

船長Ａは、付近で錨泊して目視でＢ船の損傷等の確認を行ったとこ

ろ、ジブの先端部に軽微な曲損を認めた。 

Ｂ船は、船舶所有会社から来援したクレーン士がジブを下げた後、

引き続きＡ船に横抱きにされて広島県瀬戸田
せ と だ

港へ向かった。 

本件配電線の損傷により、尾道市細
ほそ

島の住宅等２６３戸が、約３時

間にわたって停電した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮高 ２７３cm（瀬戸田） 

 その他の事項 Ａ船は、喫水が船首１.６ｍ船尾２.９ｍ、Ｂ船は、喫水が船首０.

２ｍ船尾１.２ｍであった。 

Ｂ船は、進行方向に対して船尾を前にし、ジブを船首方に向けて約

３５°の角度にしていた。 

Ｂ船は、甲板の船尾側にジブクレーンが固定されていた。 

ジブは長さが約５４.９ｍで、本事故時、海面からジブ頂部までの

高さは約３５.３ｍであった。 

Ａ船は、ＧＰＳプロッターを使用していたが、本事故発生場所付近

の海図を所持していなかった。 

船長Ａは、本事故前に本事故発生場所付近を航行した経験が多数あ

り、本件配電線があることを知っていたものの、海図に本件配電線の

最高水面上の垂直間隔が約３１ｍと記載されていることを知らなかっ

た。 
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船長Ａは、出発時に因島大橋の高さを携帯電話で調べたところ、因

島大橋の高さが最高水面上約５０ｍであることを知ったが、本件配電

線は因島大橋よりも高いと思っていたので、本件配電線の高さを調べ

なかった。 

本件配電線は、水平方向に３本あり、電圧が６kＶで、小細島及び

因島の送電用鉄塔（いずれも高さ約１７.２ｍ）間に南北方向に架設

されており、因島側の送電用鉄塔には「電線注意海上３３米」と記載

された垂れ幕が掲示されていた。 

本件配電線は、海図Ｗ１１４に垂直間隔が約３１ｍと記載され、中

国電力株式会社の資料によれば、最高高潮面からの高さ（設計値）

は、約３３.３ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、Ｂ船を横抱きにして重井港を西南西進中、船長Ａが、本件

配電線の高さを確認していなかったことから、ジブの先端部が本件配

電線の高さよりも高いことに気付かずに航行し、ジブが本件配電線に

接触して本件配電線が損傷したものと考えられる。 

船長Ａは、本件配電線が因島大橋よりも高い位置にあるものと思い

込んでいたことから、本件配電線の高さを確認しなかったものと考え

られる。 

船長Ａは、Ａ船に航行予定区域の海図を備えておかなければならな

かった。 

原因  本事故は、重井港において、Ａ船が、Ｂ船を横抱きにして西南西進

中、船長Ａが、本件配電線の高さを確認していなかったため、ジブの

先端部が本件配電線の高さよりも高いことに気付かずに航行し、ジブ

が本件配電線に接触して本件配電線が損傷したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、乗組員等に対し、事前に航行予定経路を

報告するなど、情報の共有を行うよう指導するとともに航行予定海域

の海図を事前に準備することにした。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・航行前に航行予定経路の海図を準備し、水路調査を行うこと。 

・二次災害を避けるため、断線した配電線には近づかないこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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